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●クリスマスエールコンサート

　被災地を応援したい励ましたい・・・・心づくしの手作りコンサートします。

と　き：１２月１０日（土）　開場１３：００　開演１３：３０

ところ：沼隈図書館　２階市民ギャラリー

　○出演

　　・あみボラハンドベル隊　　　　　　　クリスマスソングを演奏します。

　　・福山大学箏曲部　　　　　　　　　　琴を演奏します。

　　・「春の第九」ｉｎぬまくま合唱団　　 ３月にサンパルホールで第九を歌う合唱団です。

　　・ネムカカ　　福山市内外で活躍しているシンガーソングライター。東日本大震災の被災地への復興応援を続けています。

　　・他，現地で復興に携わったお話など聞かせていただく予定です。

　――募集します――

　あなたから被災地への応援メッセージ

　今年も各地で自然災害が起こりました。

　そこで，一日も早い復興を願い，被災地に思いをはせたメッセージを募集します。ご応募いただいたメッセージは当日会場に展示します。

　幸せを運ぶコウモリのカードにあなたからの応援メッセージを書いてください。

　予約不要・入場無料

　駐車場：沼隈支所南側駐車場をご利用ください。
　主　催：南部生涯学習センター

　問合せ：電話　０８４（９８０）７７１３
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●第１１回人・まち・ふくしフェスタ２０１６＠うつみ・ぬまくま＆第７回ローズパーティー

　＝報告＝

　１１月１３日（日）沼隈支所で，第１１回人・まち・ふくしフェスタ２０１６＠うつみ・ぬまくま＆第７回ローズパーティーが開催されました。

　主催：人・まち・ふくしフェスタ２０１６＠うつみ・ぬまくま実行委員会

　　　　電話０８４（９８７）３１８８（千年公民館）

　　　　ローズパーティー実行委員会

　　　　電話０８４（９８０）７７１３（南部生涯学習センター）

　○中のイベント

　　・３階　　まちづくりパネル展示，あみボラ動物愛護展示，さをり織体験

　　・４階　　ばらグッズ，工作，ばらにちなんだ作品展

　　・５階　　体験工作，折りばらモザイクアート，展望喫茶

　　※ばらにちなんだ作品展

　　　押し花や写真，編み物，皮小物，ステンドグラスなど，様々なばらにちなんだ作品を出展していただきました。

　○サンパルロビー

　　福祉関係の展示や，食生活改善推進員さんによる，味噌汁の飲み比べをして減塩について学ぶコーナーなど

　○屋外イベント

　　人権カルタや働く車展，シートベルト効果体験コーナー，ライブハウス体験など

　○地産市

　　南部で採れた野菜やお米，できたてのあたたかいうどんや焼きそばなど，おいしものがたくさん出店されました！特産品が乗ったのっけ丼，今年はつゆもかかって，年々クオリティーがあがっています。

　○ステージイベント

　　ダンスや演奏，神楽，国際交流スピーチ，大道芸など様々なステージ発表が行われました。最後は会場のみなさんとタキオソーランを踊って閉会しました。


●ふくやま♡まちづくり大学　フィールドワーク事業　

「やぶ椿と水仙の里」再生からワンダーランドへ

　学区のおもてなし隊がどのような活動をしてきたのか，そして今後はどのような進化を計画中なのか・・・現地を見ながらお話を聞いてみませんか。

　日　時：２０１７年１月２８日（土）９：３０～１１：３０（受付９：００～）

　場　所：内浦公民館（駐車場：内浦小学校グラウンド）

　定　員：３０人


●報告：高島学区人権問題講演会

　福山市視覚障害者福祉協会副会長　藤井貢さんを講師にお招きし，「障害者差別解消法とわたしたち」というテーマで講演していただきました。

１１月１４日高島公民館にて，高島学区人権問題講演会が行われました。講師には，藤井貢さんをお招きしました。今年４月から施行された「障害者差別解消法」が私たちにどのような影響をもたらすのか，ということをお話しされました。

第４条国民の責務の中で記されている「障がい者差別」と「合理的配慮義務」を取り上げました。「合理的配慮義務」とは，情報をきちんと伝え対応していくことであり，私たちができる範囲で出来ることを可能な限りすることなのだと教えていただきました。

この法律は，障がい者以外の人には関係のないことなのでしょうか。藤井さんは，障がい者が地域へ出ていくことによって改善され，みんなが安心して住めるようになっていくといいます。例えば，駅ホームでの転落事故は１年に約３７００件起きています。そのうち視覚障がい者の転落は８０～９０件です。視覚障がい者のために転落防止策をつける動きが進んでいますが，この柵をつけることによって視覚障がい者以外の３６００件の転落も防ぐことができます。このように障がい者が地域に出ることですべての人に安心して住めるまちへと変わっていくと考えることができます。

この様な人権学習の積み重ねによって，１０年前よりも世の中が優しくなってきたと藤井さんは言われました。さまざまな課題に向き合い，一人ひとりが大切なことは何かを考えることが重要なのではないでしょうか。

視覚障がい等の理由がある人のために，営利目的を除き「録音」「点字」「拡大」などを認めます。






























